
【構成員数】約1,600人（出家した構成員：約250人、在家の構成員：約1,350人）

【施 設 数】15都道府県下に拠点30か所

【報告資産】約6,700万円（現金・預貯金・貸付金の合計額）

２ 組織現勢

３ 活動状況

オウム真理教の危険性

１ オウム真理教とは

○ オウム真理教は、麻原彰晃こと松本智津夫が教祖・創始者として設立した団体。麻原の指示

のもと、猛毒の化学兵器・サリンを使用して無差別大量殺人行為である松本サリン事件や地下

鉄サリン事件をじゃっ起するなど、数々の凶悪事件を敢行

○ 現在、団体は、主流派（「Aleph」の名称を用いる団体、「Aleph」と一定の距離を置いて活

動する「山田らの集団」）と上祐派（「ひかりの輪」の名称を用いる団体）を中心として活動

令和７年２月末現在

「Aleph」 ～“麻原絶対”を堅持しつつ、組織拡大に向けた勧誘活動を展開～

○ 麻原の死刑執行（H30.7）後も、麻原への絶対的帰依を扶植する指導を徹底。小・中学生を含

む未成年者に対しても子供向けの教材を使用するなどして指導を実施

○ 団体名を秘匿した勧誘活動を展開

なお、令和５年３月以降、４度にわたる再発防止処分を受け、現在は、在家の構成員の指導を行

う道場を閉鎖するなど、道場活動が停滞

「山田らの集団」 ～ 平成27年１月以降、「Aleph」から一定の距離を置いて活動 ～

○ 「Aleph」同様に、麻原の死刑執行後も、麻原への絶対的帰依を扶植する指導を徹底

「ひかりの輪」 ～“麻原隠し”を継続しつつ、観察処分を免れるための取組を強化 ～

○ 過去の麻原の指示（団体生き残りのため、外形上、オウム真理教とは違う「別団体」を組織し

て団体を存続させること）を根拠に、観察処分を免れるために麻原色を払拭したかのように装

う別団体として組織（H19.5）し、現在も“麻原隠し”を継続

○ 現在も麻原を投影した仏画を施設内に掲示し続けるなど、依然として麻原の影響下に。また、か

つて「ひかりの輪」が“麻原ゆかりの地”と位置付けた神社仏閣等を訪問する「聖地巡り」を実施



｢Aleph｣が展開する勧誘活動の実態

「Aleph」は、近年、団体名を秘匿して、特に若い世代を対象とした勧誘活動を展開。



４ オウム真理教対策の現況

公安調査庁は、団体規制法に基づく観察処分等を実施

H30. 1 団体名を隠して仏教の勉強会を装って勧誘した際、入会契約時に契約書等を交付しなかっ
たり、契約解除を妨げるため不実の告知をした事件（特定商取引に関する法律違反）

H30. 2 団体施設として使用することを隠してマンションを借りた事件（詐欺）

R 1.12 構成員が預金口座をヨーガ教室の運営に使用する目的であるのに、共犯者が利用するかの
ように装って開設した銀行口座を譲り受けた事件（詐欺）

R 2.  2 公安調査庁の立入検査時にパソコンを隠匿した事件（団体規制法違反）

R 3.  4 公安調査庁の立入検査を妨害した事件（公務執行妨害）

R 3.  5 団体名を秘匿したヨーガ講座を装って勧誘した際、入会契約時に契約書等を交付しなかっ
たり、団体への勧誘である事実を告知しなかった事件（特定商取引に関する法律違反）

R 3. 5 団体の勧誘拠点として使用する事実を隠して、住居用として使用する旨を不動産会社に虚
偽申告し、マンションの一室を借りた事件（詐欺）

R 4.12 団体名を秘匿したヨーガ講座を装って勧誘した際、入会契約時に契約書等を交付しなかっ
たり、団体への勧誘である事実を告知しなかった事件（特定商取引に関する法律違反）

R 5.12 公安調査庁の立入検査時に資料を抱え込み検査を拒否した事件（団体規制法違反）

R 5.12 公安調査庁の立入検査時に再発防止処分により使用を禁じられた道場で、大声を上げるな
どして検査を妨げた事件（団体規制法違反）

R 6.  1 契約者とともに契約者以外の者を居住させる目的を隠して、マンションの一室を借りた事
件（詐欺）

無差別大量殺人行為の再発防止のため、組織的違法行為の厳正な取締りを推進

○ 団体施設を管轄する都道府県警察では、地域住民の平穏な生活を守るため、団体施設

周辺の地域住民や関係する地方公共団体からの要望を踏まえるなどして、団体施設周辺

におけるパトロール等の警戒警備活動を実施

○ 主な取締り状況

令和５年10月、公安調査庁は、団体に対する観察処分の期間更新を請求。

令和６年１月、公安審査委員会が８回目となる観察処分の期間更新を決定。

○ 団体施設等に対する立入検査を実施

（令和６年中は、15都道府県、合計37回、延べ45施設）

検査忌避事案や公務執行妨害事案に対しては、警察に告発するなど厳正に対応

○ 団体から３か月ごとに、構成員の氏名・住所、団体の土地・建物等に関する報告書を

徴取（通算101回）

○ 関係地方公共団体の施策に資するとともに地域住民の不安感の解消・緩和のため、関

係地方公共団体の求めに応じ、調査結果を提供

（令和６年中、20自治体、延べ40件提供）

なお、「Aleph」は、団体規制法で定められている報告すべき事項の一部を報告しなかった

ことなどから、令和５年３月以降、再発防止処分の対象となっており、①「Aleph」管理下の

土地・建物の全部又は一部を使用することが禁止されるとともに、②金品等の贈与を受けるこ

とが禁止されている。



令 和 ７ 年 ２ 月 末 現 在

   　　　 は上祐派の施設（5施設）

   * 団体中央部署、支部等として使用されている施設

オ ウ ム 真 理 教 の 拠 点 施 設

   　　　 は主流派の施設（25施設）

１５都道府県３０施設

茨城県内の施設

水戸施設

福岡県内の施設

東京都内の施設

新保木間施設

神奈川県内の施設

滋賀県内の施設

長野県内の施設

保木間施設

仙台施設

宮城県内の施設

足立入谷施設

西荻施設

愛知県内の施設

京都施設

京都府内の施設

大阪府内の施設

埼玉県内の施設

八潮大瀬施設

北越谷施設

千葉県内の施設

石川県内の施設

徳島県内の施設

徳島施設

北海道内の施設

八潮伊勢野施設

越谷大里施設

東大阪施設

生野施設

横浜施設

越谷施設

南烏山施設

水口施設

名古屋施設

小諸施設

金沢施設

福岡施設

野田施設

岩倉施設

大宮施設

新越谷施設

甲賀信楽施設

札幌白石施設

札幌施設

武蔵野施設


